
2021年度 (令和3年度) 公益社団法人肝属郡医師会事業報告

１ はじめに

今日の社会経済情勢は、政府が公表した令和3年度の経済動向によると、日本経済は景気の持ち直しの動きがみら

れるものの、新型コロナウイルス感染症の影響により一部に弱さが見られ、先行きの社会経済活動の正常化により景

気の持ち直しが期待されるが、ウクライナ情勢等による不透明感が見られる中、原材料価格の上昇等で景気の下振れ

リスクに注意する必要があるとされており、依然として経済の回復は厳しい状況にある。令和2年1月に国内でも発

生した新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大し、令和3年度に入っても第五波、第六波と感染が拡大し、医療機

関等はその対応策に追われ、この感染症の影響により、地域経済及び医療機関の経営環境は厳しい状況となっている。

一方、医療を取り巻く社会環境は、急速に進展する少子高齢化や人口減少など多くの課題を抱えており、特に地域

においては、医師不足、医師の診療科・地域偏在、看護師不足等の課題は、依然として改善は見られず山積しており、

当医師会管内の医療機関の運営は厳しい状況にある。

当医師会においても、会員は平成25年度の新公益法人移行時の38名（A会員15名、B会員23名）が、令和3
年度末には34名（A会員12名、B会員21名、C会員1名）と4名減少してきており、当医師会管内の地域医療の

確保及び各医療機関の経営環境は厳しい状況にある。

こうした状況の中で、2021年度（令和3年度）は、南隅地区の医師会立病院の老朽化に伴う再整備の問題や今後

の医師会立病院の運営体制等について、行政（錦江町、南大隅町）と連携した協議の場（南隅地域のための医療介護

の姿検討委員会、肝属郡医師会立病院再整備基本計画策定員会）を設置して検討・協議が進められ、この基本計画策

定委員会からの要請を受けて、当医師会理事会で令和3年11月から令和4年2月まで3回の協議を行い、令和4年
3月4日に当医師会臨時総会を開催し、医師会立病院の再整備については、「再整備する医師会立病院の病床規模は

132床で整備し、今後の人口減少等を勘案しながら段階的に規模縮小して対応することとし、医師会立病院の

再整備事業については、当医師会と錦江町及び南大隅町の２町の行政との覚書を締結し、当医師会が実施主体

として事業を進めること。」で承認された。今後は行政の策定した肝属郡医師会立病院再整備基本計画について、

錦江町及び南大隅町の２町の行政の議会承認等を経て、再整備事業が進められる予定である。

また、垂水地区においては、前年度に引き続き垂水市の委託を受け、垂水中央病院において在宅医療･介護連携推進

事業に取り組み、地域における医療・介護関係者との在宅医療の連携・推進を図ったところである。

当医師会は、平成29年3月から垂水市が支援する訪問看護ステーションを当医師会の直営で運営を開始し、平成

30年度からは訪問リハを導入し、収支均衡のとれた運営体制の確保に取り組んできているところであり、令和2年度

からの新型コロナウイルス感染症の影響等はあるものの、訪問看護患者数の確保及び運営経費の縮減に努めた結果、

令和3年度は前年度に引き続き黒字化を達成した。 引き続き垂水中央病院及び会員医療機関との連携を強化し､収支

均衡のとれた事業運営を図ることとしている。

当医師会は、公益法人制度改革により平成25年4月1日から特例民法法人としての社団法人から公益社団法人へ

移行して9年を経過し、令和3年度は、当医師会が運営する8事業（病院運営事業2、老健運営事業2，居宅運営事

業2、訪問看護ST事業、医師会運営事業）において、公益目的事業の充実と、その他・収益事業（患者外(職員)給食

運営事業、保育所運営事業、室料差額料等）の収支改善を図り、法人税の非課税組織として適正な法人・施設運営に

努め、公益法人としての基盤の確立を図ったところである。

今日の医療をとりまく環境は，あらゆる分野において難問・難題が山積しており，当医師会としても諸問題の解決

のため，役員・会員が一致結束して連携を図り，共通認識を持って，医師会事業，各病院・施設の健全な事業運営を

図ると共に，医師会活動に積極的に参画して地域の医療の確保を図っていく必要がある。

２ 公益法人の運営

当医師会は、令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策のほか、前年度に引き続き公益法人制度に適した関係

規程等の整備を行い、公益法人会計基準に基づく会計処理、事務手続き等について管理者等決裁や証拠書類の整備な

ど充実を図り、公益法人としての適正な法人・施設運営に努め、その基盤の確立を図ったところである。

当医師会が実施している病院・施設における患者外（職員等）給食運営事業、保育所運営事業及び病院・施設の室

料差額料は、公益法人会計においては、その他・収益事業に位置づけられ、その他・収益事業会計の利益の50％以

上を公益目的事業に繰り入れ、公益目的事業の充実を図ることされている。当医師会においては職員給食・保育所運

営事業の黒字化は厳しい状況にあるが、病院・施設の室料差額料等の収益の確保に努めた結果、令和3年度決算で

は、その他・収益事業を実施する全事業所において黒字化を達成し、その利益額の50％を公益目的事業に繰入れた

ところである。

今後とも、その他･収益事業の更なる収支改善を図り、公益目的事業への繰入により、経営の安定化を図ることと



している。

会員、病院長、施設長、職員等においては、法人税の非課税組織としての公益目的事業を実施する公益法人の運営

について、更なる理解と協力をお願いしたい。

3 会員の動向

会員の動向については、令和3年度は令和3年4月1日付けでB会員の入会が1名あったので、年度当初は33名
（Ａ会員12名、B会員20名、C会員1名）でスタートしたが、年度途中で1名のB会員1名の入会があったので、

令和3年度末現在では34名（A会員12名、B会員21名、C会員1名）となった。

また、令和4年3月31日付けで退会されたB会員が1名、令和4年4月1日付けで入会されたB会員が1名で、

令和4年度当初では34名（A会員12名、B会員21名、C会員1名）となった。

４ 医師会活動

理事会は毎月定例の12回開催した。会議では､予算・決算、事業計画（報告）の審議の他、各施設の運営や規程整

備などをはじめ地域における医師会活動などの協議を行った。

総会は、令和3年4月26日に臨時総会を開催し、肝属郡医師会立病院の再整備に向けた基本構想について協議を

行った。また報告事項として、令和3年度事業計画及び当初予算の審議を行った。

令和3年5月31日に定例総会を開催し、令和2年度決算の承認及び事業報告の審議を行った。

令和4年3月4日に第2回臨時総会を開催し、垂水市立医療センター運営規程及び南隅地区運営規程の一部改正案

について審議を行い承認したほか、肝属郡医師会立病院の再整備の実施主体に係る覚書の締結及び再整備する病院の

病床規模について審議を行い、承認された。

特定健診・保健指導事業については、会員の理解と協力を得て円滑に実施された。

生涯教育の推進については、4医師会持ち回りで学術講演会が定期的に開催され、令和3年度は42回開催され当

医師会会員も多数参加した。その他、県医師会等が主催する会議・研修会等をテレビ会議で垂水中央病院に令和4年
3月中旬まで28回中継し、新型コロナウイルス感染症関係会議・説明会、医療安全講習会、かかりつけ医研修会、産

業医研修会等を開催するなど医療従事者の質の向上を図った。

地域の医療保健福祉に関する医師会活動としては、地域住民健診や在宅当番医、介護保険認定審査会委員並びに各

種委員会への活動参加、総合防災訓練における救急救護訓練・救急講演会など、地域住民の間に浸透する医師会活動

等を行なった。

また、垂水地区では､毎月１回垂水医師班例会を開催したほか、医師班例会の後に垂水市立医療センター運営委員会

を開催し、行政との新型コロナウイルス感染症等の情報の連携、病院・施設運営について協議を行った。南隅地区に

おいても、定期的に運営委員会を開催しているが、令和3年度2回開催し、新型コロナウイルス感染症等の情報の連

携、行政との病院の移転建て替え協議の進捗状況、病院・施設運営等について協議を行い、会員が情報を共有して地

域医療の円滑な推進を図ったところである。

郡医師会においては，地域の医療の確保を図るため，郡医師会が経営する各病院・施設において，会員の連携強化

を図り，院長，施設長をはじめ各病院・施設の職員が健全経営を目指して努力され，一定の成果が上がっているとこ

ろであり，会員の先生方を初め各病院・施設の職員の労苦に対し感謝する次第である。

５ 公益社団法人肝属郡医師会運営事業の令和3年度決算概要

肝属郡医師会は、公益法人として公益法人会計基準に基づく会計処理により決算整理を行った。医師会運営事業の

令和3年度の決算概要は次の通り

(1) 医師会事務局運営事業

（1一般正味財産増減の部）

1 経常収益23,740,450円
（公益目的事業会計14,384,856円、その他・収益事業等会計50,212円、法人会計(管理費)9,305,382円）

事業収入は、会費、補助金（救急輪番制補助金・在宅当番補助金）、受託金、各施設からの負担金が主な収入で

あるが、特に医師会が錦江町・南大隅町から委託を受けて実施する特定健診の保健予防活動受託金は11,186,856
円を収益で受け入れた。



2 経常費用23,529,860円
（公益目的事業会計14,231,045円、その他・収益事業等会計46,409円、法人会計(管理費)9,252,406円）

事業に要する費用は、総会・理事会経費、事務局職員人件費、在宅当番・救急輪番制の医師の報酬、特定健診

の検査委託費、医師会報印刷費，救急医療訓練事業費等の経費を支出した。

③ 公益目的事業の収支相償及び公益目的事業比率

医師会運営事業の公益法人の認定要件となっている公益目的事業の収支相償については、経常収益

14,384,856円、経常費用14,231,045円で当期経常増減額153,811円の黒字決算となったが、当期に発生した経

常外収支はなく、その他･収益事業等会計から繰り入れた他会計振替額1,893円を合算した当期一般正味財産増

減額は155,704円の黒字決算となった。黒字額については、次年度の医師会事務局運営経費に充当する計画であ

る。

また、公益目的事業比率については、公益目的事業会計の事業費（14,231,045円）が医師会運営事業費合計

（23,529,860円）の60.5％となっており、認定基準の50％以上を達成している。

その他・収益事業は、会員へのカルテ販売等について、事業経常収益50,212円、経常費用46,409円で当期経

常増減額3,803円の黒字決算となったが、黒字額については公益法人会計基準に基づき利益額の50％(1,893円)
を公益目的事業に繰り入れ、次年度の医師会事務局運営経費に充当する計画である。

(Ⅱ指定正味財産増減の部）

指定正味財産増減の部は、公益法人会計システム（令和4年4月1日更新稼働）資産で、更新費用7,590,000
円のうち施設負担金6,000,000円を指定正味財産に計上した。残額の1,590,000円は一般正味財産での会計処理

とした。

(2) 医師会運営事業全体（病院２，老健２、居宅２，訪問看護ST１、事務局：計８事業）

（ⅰ医師会事務局運営事業、ⅱ垂水市立医療センター垂水中央病院運営事業、ⅲ介護老人保健施設コスモス苑運

営事業、ⅳ居宅介護支援事業所コスモス苑、ⅴ肝属郡医師会立病院運営事業、ⅵ介護老人保健施設みなみかぜ

運営事業、ⅶ居宅介護支援事業所みなみかぜ運営事業、ⅷ肝属郡医師会立訪問看護ステーション運営事業）

（1一般正味財産増減の部）

1 経常収益5,189,211,112円
（公益目的事業会計5,124,413,888円、その他・収益事業等会計55,491,842円、法人会計(管理費)9,305,382円）

主な事業収入として、各病院・施設の診療報酬・介護報酬収入、垂水市交付金・受託金収入、補助金等を収入

で受け入れた。

なお、医師会立病院及び垂水中央病院において受け入れた令和3年度新型コロナウイルス感染症関係補助金に

ついては、次年度に支出する補助金受入額は公益法人会計基準に基づき指定正味財産に計上し、令和3年度支出

額は一般正味財産に計上した。

2 経常費用5,330,917,900円
（公益目的事業会計5,282,158,297円、その他・収益事業等会計35,806,799円、法人会計(管理費)12,952,804円）

主な事業に要する経費として、各病院・施設の人件費、材料費、業務委託料、運営経費等を費用で支出した。

また、訪問看護ステーション・病院・施設において、補助金により購入した指定正味財産の令和3年度に発生

した減価償却費（6,820,938円）については、公益法人会計基準に基づき、一般正味財産へ振替計上した。

3 公益目的事業の収支相償及び公益目的事業比率

医師会が実施する8事業全体の運営における公益法人の認定要件となっている公益目的事業の収支相償につ

いては、医師会全体の公益目的事業の経常収益5,124,413,888円、経常費用5,282,158,297円で当期経常増減額

が▲157,744,409円の赤字決算となったが、当期に発生した経常外増減額（▲232,230円）とその他･収益事業等

会計の他会計振替額（9,798,846円）を繰入れ、当期一般正味財産増減額は▲148,177,793円の赤字決算で、収

支相償の要件は達成した。

この当期一般正味財産増減額▲148,177,793円の赤字額については、前年度の剰余金（92,986,839円）及び公

益法人移行前の一般正味財産を取り崩し、病院・施設の運営費の不足額に充当することにしている。

医師会全体としては、前年度剰余金で補填するが、今年度赤字決算となった施設等においては、業務改善を図

り、収支均衡のとれた施設運営を図ることとする。

また、公益目的事業比率については、公益目的事業の事業費（5,282,158,297円）が医師会運営事業費合計

（5,330,917,900円）の99.0％となっており、認定基準の50％以上を達成している。



その他・収益事業については、保育所運営事業、患者外（職員）給食事業、室料差額料、会員へのカルテ販売

事業等が主な事業で、経常収益55,491,842円、経常費用35,806,799円で当期経常増減額が19,685,043円で黒

字を計上し、また、当期に発生した経常外収支の当期経常増減額▲138円を合算した当期の利益額は19,684,905
円の黒字決算となったので、公益法人会計基準に基づき利益額の50％(9,798,846円)を公益目的事業会計に繰り

入れた。

また、法人会計（管理費）については、収益の財源がなく公益法人移行当初から赤字運営となっていることか

ら、平成30年度から公益法人会計基準に基づき、その他・収益事業等会計から公益目的事業会計への振替後の

残額から当年度の赤字額の範囲内で振り替えることとし、令和3年度は、医師会全体で1,680,000円を法人会計

（管理費）へ繰り入れた。

その他・収益事業会計においては、当期経常増減額が前年度より医師会全体で約235千円の増額となった。こ

れにより、その他・収益事業から公益目的事業への繰入額も前年度より約120千円の増額となった。

（Ⅱ指定正味財産増減の部）

指定正味財産増減の部は、病院・施設において受け入れた新型コロナウイルス感染症関係補助金で購入した資産

203,323,000円、公益法人会計システムの負担金等で購入した資産6,000,000円及び訪問看護ステーション・病院・

施設において補助金により購入した令和3年度の指定正味財産資産の減価償却費に係る一般正味財産への振替額

6,820,938円で、当期指定正味財産増減額は202,502,062円である。

(3) 医師会運営の事務局・各病院・施設の令和3年度決算の各事業の当期経常増減額及び各事業合算の他会計振替後

の当期一般正味財産増減額は、以下の通り。

肝属郡医師会（事務局）運営事業の当期経常増減額は、公益目的事業会計で153,811円、その他・収益事業等

会計で3,803円、法人会計(管理費)で52,976円、計 210,590円の黒字決算で、当期に発生した経常外増減額は

なく、当期一般正味財産増減額は210,590円の黒字決算となった。

肝属郡医師会立病院の当期経常増減額は、公益目的事業会計で▲121,519,427円、その他・収益事業等会計で

9,018,931円、法人会計（管理費）で▲551,592円、計▲113,052,088円の赤字決算で、当期に発生した経常外増

減額（▲146,508円）を合算した当期一般正味財産増減額は▲113,198,596円の赤字決算となった。

なお、当期一般正味財産増減額▲113,198,596円の赤字額については、前年度剰余金（125,008,,859円）から

充当することにしている。

垂水中央病院の当期経常増減額は、公益目的事業会計で▲6,929155円、その他・収益事業等会計

8,919,894円、法人会計（管理費）で▲1,990,738円、計 1円の黒字決算で、当期に発生した経常外増減額

（▲1円）を合算した当期一般正味財産増減額は±0円決算となった。

老健みなみかぜの当期経常増減額は、公益目的事業会計で▲29,628,652円、その他・収益事業等会計で333,799
円、法人会計（管理費）で▲109,160円、計▲29,404,013円で、当期に発生した経常外増減額（▲33,775円）を

合算した当期一般正味財産増減額は▲29,437,788円の赤字決算となった。

なお、当期一般正味財産増減額▲29,437,788円の赤字額については、公益法人移行前の一般正味財産を取り崩

し充当することとし、今後は、収支改善を図り収支均衡のとれた施設運営に努めることとしている。

老健コスモス苑の当期経常増減額は、公益目的事業会計で▲435,898円、その他・収益事業等会計で1,408,616
円、法人会計（管理費）で▲972,718円、計 ±0円で、当期に発生した経常外増減額はなく、当期一般正味財産

増減額は±0円決算となった。

指定居宅みなみかぜの当期経常増減額は、公益目的事業会計で▲2,944,120円、その他・収益事業等会計はな

し、法人会計（管理費）で▲4,066円、計▲2,948,186円の赤字決算で、当期に発生した経常外増減額（4,998円）

を合算した当期一般正味財産増減額は▲2,943,188円の赤字決算となった。

なお、当期一般正味財産増減額▲2,943,188円の赤字額については、肝属郡医師会立病院及び老健みなみかぜ

からの借入金から充当することとしているが、今後は、収支改善を図り収支均衡のとれた施設運営に努めること

としている。



指定居宅コスモス苑の当期経常増減額は、公益目的事業会計で▲1,252,971円、その他・収益事業等会計はな

し、法人会計（管理費）で▲6,820計▲1,259,791円の赤字決算で、当期に発生した経常外増減額はなく、当期一

般正味財産増減額は▲1,259,791円の赤字決算となった。

なお、当期一般正味財産増減額▲1,259,,791円の赤字額については、公益法人移行前の一般正味財産を取り崩

し充当することとし、今後は、収支改善を図り収支均衡のとれた施設運営に努めることとしている。

訪問看護ステーション運営事業の当期経常増減額は、公益目的事業会計で4,812,003円、その他・収益事業等

会計はなし、法人会計（管理費）で▲65,304円、計4,746,699円の黒字決算で、当期に発生した経常外増減額

（▲57,082円）を合算した、当期一般正味財産増減額は4,689,617円の黒字決算となった。

なお、当期一般正味財産増減額4,689,617円の黒字額については、次年度の訪問看護システムの導入経費等の

事業運営費に充当することにしている、

肝属郡医師会運営事業（8事業）全体の当期経常増減額では、公益目的事業会計で▲157,744,409円、その他・

収益事業等会計で19,685,043円、法人会計（管理費）で▲3,647,422円、計▲141,706,788円の赤字決算で、当

期に発生した経常外増減額（▲232,368円）を合算した当期一般正味財産増減額では▲141,939,156円の赤字決

算となった。

６ 終わりに

当医師会は、特例民法法人から新公益法人へ移行してから9年を経過し、法人税の非課税組織としての職員の意識

改革を含め、新公益法人会計基準に基づく適正な会計処理の確立及び財務3基準、特に収支相償の達成に向けて取り

組み、運営体制の充実を図り、着実に成果が上がってきているところである。

また、当医師会が運営する各施設においても、新型コロナウイルス感染症対策に追われる中で、院長・施設長、職

員が一体となり、医師不足等の影響を受けながらも最大限の努力を尽くされ、経営の安定化に向けて取り組まれてい

ることに、感謝の念に堪えない。

各会員は、これまで以上に相互間の連携を深め、医師会運営事業や医師会運営の各病院・施設が健全な運営ができ

るよう積極的な取り組みをお願いする。

今後とも、新型コロナウイルス感染症対策で厳しい医療情勢となることが予想されるが、医師会職員は、地域住民

にとっては地域の中核施設である医師会運営の病院・施設に勤務していることに使命感を持って、更なる運営体制の

充実に向けて、今まで以上の経営の工夫と努力をお願いしたい。


